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第２期埼玉県再犯防止推進計画骨子（案）について 

 

Ⅰ  計画の趣旨  

  第１期計画策定後、国・地方公共団体・民間協力者等の連携が進み、機能し始めた再犯の防止等に向

けた取組を更に推進するため計画を策定  

 

Ⅱ  計画の性格  

 〇 再犯防止推進法第８条第１項に規定する「地方再犯防止推進計画」 

 

Ⅲ 計画の期間 

  令和６年度～令和８年度（３か年）  

  

資料６ 
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Ⅳ  現  状  

１  刑法犯認知、検挙状況  

・ 本県の刑法犯認知件数は年々減少し、令和４年は約４万２千件と、最も多かった平成１６年の約１８万１千件

と比較すると７７％減少しています。  

・ そのうち検挙件数は約１万５千件で、検挙人員は約９千６百人です。  
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図１ 刑法犯 認知件数、検挙件数・人員の推移【埼玉県】

認知件数(件) 検挙件数(件) 検挙人員(人) 検挙率(%)
※埼玉県警が検挙した者
出典︓埼玉県警提供データ
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２  検挙者に占める再犯者の状況  

・ 県内の検挙人員に占める再犯者の割合（再犯者率）は、５割前後で推移しています。  
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図2 刑法犯検挙者中の再犯者数及び再犯者率の推移
【埼玉県】

検挙人員(人) うち再犯者(人) 再犯者率(%)
※埼玉県警察が検挙した者
出典︓埼玉県警提供データ
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Ⅴ 課題 

１  地域社会で安定した生活（就労・住居）を送るための支援が不足  

・ 保護観察終了時に無職である者は約３割です。  

・ 適当な帰住先がない者は再犯に至るまでの期間は短くなっています。  

２  福祉・保健医療サービス利用促進の必要性  

・ 高齢者や障害者等の福祉的ニーズを抱える者を的確に把握し、支援に繋げる必要があります。  

３  少年院出院者のうち復学や進学を希望する者への対応  

・ 少年院出院者のうち復学や進学を希望する者の約６７％が進学希望だが進路未定です。  

４  特性に応じた支援（経歴、年齢、家庭環境等）  

・ 暴力団関係者、性犯罪者への特性に応じた継続的支援が必要です。  

５  民間協力者の活動支援、更生保護活動の理解向上  

・ 保護司会、更生保護女性会等の更生保護関係団体の活動を促進するための支援が必要です。  

・ 県民にとって再犯防止に関する取組は必ずしも身近ではありません。  

６  関係機関の役割明確化  

・ 再犯防止分野において関係機関が担うべき具体的な役割が必ずしも明確になっていません。  
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Ⅵ 主な施策 

１ 就労・住居の確保 

○ 保護観察所では、犯罪や非行をした者を雇用し、立ち直りを助ける協力雇用主を支援します。（国等） 

○ 犯罪をした者等の入居を拒まない「セーフティネット住宅」の登録に努めます。 

２ 福祉・保健医療サービスの利用促進 

○ 地域生活定着支援センターでは、高齢又は障害により福祉的な支援を必要とする犯罪をした人等に対し、一貫した相談支

援を行い、社会復帰及び地域生活への定着を支援します。 

○ 保護観察所では、高齢者や障害者に対して、出所後の福祉サービス等の利用に向けた特別調整を行います。（国等） 

３ 非行の防止と修学支援 

○ 警察職員等による児童生徒を対象とした非行防止教室を実施します。 

○ 刑事施設では、教科指導や高等学校卒業程度認定試験等を実施します。（国等） 

４ 犯罪をした者等の特性に応じた支援 

○ 県暴力追放・薬物乱用防止センター等と連携して、暴力団離脱者の社会復帰を支援します。 

○ 保護観察所において、しょく罪指導プログラム等の特性に応じた処遇プログラムを実施します。（国等） 

５ 民間協力者の活動の促進、広報・啓発活動の推進 

○ 更生保護関係団体において、犯罪や非行をした者への相談支援や青少年の健全育成に資する活動を実施します。（国等） 

○ 「社会を明るくする運動」等を通じた再犯防止の県民理解を促進します。 

６ 地域における包摂の推進 新規 

○ 県内の再犯防止対策が円滑に進むよう、市町村に対する支援を実施します。 

○ 保護観察所において、刑執行終了者等に対する「息の長い」支援が確保できるよう、更生保護地域連携拠点事業を通じ、

地域支援ネットワーク作りに取り組みます。（国等） 


